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地域コミュニティにおける多文化共生の現状と課題

　現在，国は外国人（労働者）の受入れに消極的
な姿勢を崩していない１。だが，日本における外
国籍住民はすでに２１０万人を超え，そのうち７９万
人の外国人が働いているともいわれる。外国に
ルーツをもつ者を含めるとその数はさらに増える。
　東日本大震災や平成２７年９月関東・東北豪雨に
より被災者となった在住外国人の様子は，私たち
の暮らしのすぐ側に，かれらの暮らしもあること
を広く知らしめた。
　近年，マスコミでは在住外国人が地域に暮らす
人々として語られる。地域コミュニティの形成・
維持・回復に向けて，日本人住民がどのように在
住外国人と向き合い学び合うのか，そして，どう
すれば在住外国人が地域に関心をもち地域と関
わっていけるのか，地域コミュニティにおける多
文化共生２のあり方が問われている。

１　はじめに

２　問題の所在と研究の目的

３  ただし，新自由主義的な「自発性」が「社会参加活動」に対し実質
的に義務化したという批判的見方もある（渋谷２００４）。
４  横浜いちょう団地では，在住外国人の地域参加に対し積極的に
取り組んでいるが全国でも珍しい。
５  「活動actionとは，物あるいは事柄の介入なしに直接人と人との
間で行なわれる唯一の活動力であり，多数性という人間の条件，す
なわち，地球上に生き世界に住むのが一人の人間manではなく，多
数の人間menであるという事実に対応している。たしかに人間の
条件のすべての側面が多少とも政治に係わってはいる。しかしこ
の多数性こそ，全政治生活の条件であり，その必要条件であるばか
りか，最大の条件である」（アレント１９９４，２０）。
６  これは，平成２７年１０月現在，地区別人口でみると，瑞穂野地区
（９,７１７人），上河内地区（９,５７２人）に近く，富屋地区（４,０４１人）の約２
倍，篠井地区（２,４０７人）の約４倍に匹敵する。
７  日本人の配偶者等９％，定住者７％，特別永住者７％（本市住民
基本台帳）。

（１）地域自治における「多数性」の意義
　政策形成の場面で，地域コミュニティの形成・
維持・回復を議論する際，問われるのは日本人住

民の主体的・能動的な地域活動である３。そこでは，
在住外国人の主体的・能動的な地域参加が問われ
ることはほとんどない４。問題が発生した限りに
おいて，対応が求められる程度である。だが，在
住外国人もまた住民であり，かれらの居住は永続
的なものと認識する必要がある（北脇２０１１）。
　本論は，社会が同一ではない複数の人間から構
成されることを前提とする。これはアレント
（１９５８=１９９４）の「多数性」の概念に依拠する。彼
女は人間の３つの条件として労働（labor），仕事
（work），活動（action）をあげる。中でも「活動」
は，地球上には多数の人間がいるという「多数性」
の事実に対応しており，政治はこの「多数性」に
もとづくと述べる５。つまり，地域自治を担う地
域コミュニティはそもそも差異をもつ個々人が尊
重される「多数性」を包含している。

（２）宇都宮市の多文化共生施策
　本市の在住外国人は，平成２７年１０月現在，８,１８１
人６（人口比１.６％）で，在留資格別には永住者
（３８％）が最も多く，永住者を含む就労の制限のな
い在留資格保有者が６割を占める７。国籍別には
中国，韓国・朝鮮，タイ，フィリピン，台湾，ブ
ラジルの順に続く。
　多文化共生施策は，国際交流プラザ（以下「プ
ラザ」という）が所管課となり，「第２次宇都宮市

１  技能実習生やＥＰＡによる看護師・介護士候補生の受入れ，国家
戦略特別区域家事支援外国人受入事業があるが，基本的に単純労
働の受入れは認めておらず，外国人労働者をめぐる課題は多い。
２  総務省は「多文化共生プラン」（平成１８年）において多文化共生
を「国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的違いを認め合い，
対等な関係を築こうとしながら，地域社会の構成員として共に生
きていくこと」と定義する。ただし，政策用語としての「多文化
共生」という言葉は現実のマジョリティとマイノリティの不平等
な関係を覆い隠す恐れがあるとの指摘もある（金２０１１）。

〈４〉地域コミュニティにおける
　　 多文化共生の現状と課題

　－在住外国人の自助・共助・公助－
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ない。

（３）分析の枠組み－自助・共助・公助
　在住外国人の多くは日本語を母語とせず，慣れ
ない社会システムの中で，常に日本社会における
自明に直面しながら暮らしている。しかし，在住
外国人が何か問題を抱えた場合，それは個人的で
特例的な問題，換言すれば自助で乗り越えるべき
問題として対処されがちである。だが，かれらは，
母語や文化背景が異なることからさまざまな場面
で自助に制約を受ける。その意味において，共助
や公助を日本人よりも必要とする人々である。
　自助の問題として対応するだけでは，人口減少
時代のグローバル化の下で，かれらの暮らしを支
えることはもはやできない。問題を包括的に捉え
るための体制整備が急務である。
　本論では，在住外国人の現状と課題を自助，共
助，公助の３つの領域に分けて整理する。そして，
自助，共助，公助を下記のように定義する。「自
助」とは，他者や地域から独立して自らの力で物
事を判断し処理する個人とその家族の力。「共助」
とは，個人が主体となりながらも家族やコミュニ
ティなど属性の近い人々による相互の助け合いに
よる力。「公助」とは，自助と共助を前提としなが
ら公共の福祉を担う政府・地方自治体による力で
ある。

（４）研究の目的
　以上をふまえ，本研究は，「多数性」を前提とす
る地域コミュニティの形成・維持・回復を念頭に，
本市の地域コミュニティにおける多文化共生の現
状と課題を明らかにする。その際，在住外国人に
焦点をあて，自助，共助，公助の３つの領域に分
けて考察する。そして，特に在住外国人が主体的
に参加する／できる地域コミュニティの実現とい
う視座から，多文化共生推進に向けた政策の方向
性を示す。

国際化推進計画」（平成２６年３月策定）が運用され
ている。平成２１年には外国人相談窓口が設置され，
多言語に対応した多文化共生ソーシャル・コー
ディネーター（以下「多文化ＳＣ」という）が配
置された。平成２７年度８人の多文化ＳＣが雇用さ
れている。このほかの主な取組として，定期的な
外国人住民意識調査の実施や「やさしい日本語」
の職員研修，国際理解講座事業，制度の網羅的な
解説が書かれた『暮らしの便利帳』８など多言語資
料の作成および在留カード登録窓口での配布を
行っている。多文化共生事業の推進に充てられる
予算は，震災以降の外国人人口の増加傾向とは裏
腹に年々削減される方向にある。
　また，教育委員会では外国人児童生徒教育の充
実も図られてきた。現在，「第２次宇都宮市外国
人児童生徒教育推進計画」（平成２６年３月）が運用
され，初期日本語教室９の設置や日本語指導講師
の派遣（平成２７年度現在，９言語１６人）が実施さ
れている。
　全国的にみると，比較的早い時期から在住外国
人に対する施策の充実が図られてきたといえる。
しかし，プラザと教育委員会との情報共有等はほ
とんどない。プラザとまちづくりを所管するみん
なでまちづくり課や市民活動センター・地区市民
センター・地域コミュニティセンターなど（以下
「地域行政機関」という）との関係も薄い１０。プラ
ザ職員が常駐する事務所は，指定管理者（ＮＰＯ
法人宇都宮市国際交流協会）が運営する交流ス
ペース，そして，まちづくりを所管する課からも，
物理的に切り離されており，顔の見える環境には

８  『暮らしの便利帳』は６か国語（英語，中国語，ポルトガル語，
スペイン語，韓国語，タイ語）がある。このほか，やさしい日本
語と６か国語による市内地図，緊急時用の指さし会話表，ゴミの
分別表，外国人相談窓口の案内とあわせて転入時に配布している。
９  ここでは，外国人児童生徒が小・中学校の在籍学級で学ぶ前に必
要に応じて集められ，日本語指導と適応指導が行われる。
１０  ただし，プラザが地域行政機関と連携して実施する国際理解講
座事業の利用実績は増加傾向にあるという。平成２６年度は１２講座，
平成２７年度は１６講座実施されている。
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回答率７１.１％。以下「庁内業務実績調査」という）。
さらに，その調査結果に基づき３９部署に聞取り調
査を行った。
　以上の結果をふまえ，自助（第４章），共助（第
５章），公助（第６章）の現状と課題を明らかにし
たのち，鹿沼市の事例をあげ（第７章），まとめと
政策の方向（第８章）を示す。

　調査は，自助，共助，公助に配慮し，本市にお
ける多文化共生の現状を広く把握することを目的
に設計された１１。
　主に自助，共助に関して，在住外国人，多文化
ＳＣ１２，地域住民（元自治会長），清原地区国際交
流協会，宇都宮市国際交流協会，ハローワーク外
国人担当窓口，外国人を雇用する経営者，鹿沼市
国際交流協会外国人相談員の計１３人に，平成２７年
の７～１２月に半構造化面接を行った。なお，聞取
りを行った多文化ＳＣ全員が本市業務以外の通訳
業務を行っており，裁判所や医療現場などさまざ
まな現場に関わる。そのうち４人は，外国人児童
生徒のための日本語指導講師の経験もあり，また
日本に２０年以上住む在住外国人でもある。
　主に公助に関して，本市プラザ，鹿沼市市民部
市民活動支援課，刈谷市市民活動部市民協働課を
視察した。加えて，市内の在住外国人への対応状
況および情報収集の現状把握を目的に，宇都宮市
役所内にある１４部局１３中，内部管理業務を除く課
相当の部署１４および課相当の対市民窓口がある部
署１５に所属する全１１４の課相当の部署を対象に（た
だし，プラザを除く），７～８月上旬にかけてイン
ターネット通信調査を行った（有効回答数８１部署，

３　研究の方法

１１  本論は報告書の抜粋であるため，調査データが一部本文中に反
映されていないものがあることを断っておく。詳細は報告書を参
照されたい。
１２  英語，ポルトガル語，スペイン語，中国語，タイ語に対応。日
本国籍２，ブラジル国籍２，中国国籍１，タイ国籍１，計６人。
１３  １４部局とは，行政経営部，総合政策部，理財部，市民まちづく
り部，保健福祉部，子ども部，環境部，経済部，建設部，都市整
備部，消防本部，上下水道局，議会事務局，教育委員会を示す。
１４  上河内地域自治センターおよび河内自治センターは保健福祉課
を除く３課を１課相当として換算，生活福祉第１課および生活福
祉第２課は同じ業務内容であるため２課で１課相当として換算，
消防本部は８課を１課相当として換算した。
１５  各施設に設置されている対市民窓口がある組織とは，市民活動
センター（中央，東，西，南，北），図書館（中央，東，南，上河
内，河内），保健福祉総務課の地域自治センター・地区市民セン
ターに配置されている保健福祉相談担当窓口（上河内，河内，中
央部，北西部，南部，東部）を意味する。したがって，保健福祉
総務課は母数から除いた。

４　自助の現状と課題

　まず，主に多文化ＳＣの語りから，自助の現状
と課題が断片的に明らかになった。
　在住外国人が何か問題に対応する場面では，
「わからないことなどはまず同国出身者に聞き，
次に同じ会社の人に聞いているようだ。しかし，
これらは間違った情報を得ていることが多い」と
いう。さらに，複数の多文化ＳＣは，「日本人も外
国人も相談窓口があることを知らない人は多いの
ではないか」，「『暮らしの便利帳』を見ている人は
少ないのではないか」という。
　納税の場面では，現収入に応じた納税の方法を
相談するために仕事を休んで来庁した在住外国人
に対して，職員が一方的に既定額の支払いを求め
る場面もあったという。このような場合，多文化
ＳＣが間に入り，理由を聞きだすなど，双方の調
整役となる１６。医療の場面では，病院へ行く際，１
回目は自分で行くことができる。だが，診断の内
容を十分に理解できず不安になり，通訳を頼んで
再度病院へ行くケースも少なくないという。その
結果は単なる風邪の場合もある。
　さらに，多文化ＳＣに寄せられる相談内容等の
変化について，以前は内容の区分なく相談に来て
いたが，今では専門的なことがわからない場合に
相談に来ること，以前は学生のトラブルが多かっ

１６  同多文化ＳＣは，在住外国人が自ら通知等を読めることも大切
だが，通知と一緒に必要なもの（印鑑など）を伝えることも大切
だという。

地域コミュニティにおける多文化共生の現状と課題
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たが，近年は離婚に伴うビザの更新など夫婦関係
の問題が多いことなどが語られた。また，相談窓
口の相談内容や利用頻度からは，エスニシティに
よって違いがみられるものもあった１７。
　本市が平成２５年に実施した外国人住民意識調査
（ｎ=４７２）をみると， 困った時の相談相手は（複
数回答），家族・親戚（２６５）が最も多い。ボラン
ティア団体（１７）や近所の人（１９）を選んだ者は，
県や市の相談窓口（４２）よりも少ない。「相談する
相手がいない」と回答した者も１８人いた。多文化
ＳＣは「（在住外国人は）家族間，友人間，その中
で得られた情報を基に相談に来る。相談窓口で聞
いている限り地域とのつながりはない」，「日本人
から相談窓口があることを教えられて来る人はほ
とんどいない」という。また，同調査で，日本語
を学習している者の方法や場所は「ボランティア
や支援団体の教室」の利用が最も少なかった。
　以上のことから，在住外国人の自助を規定する
ファクターとして言語（特に漢字や専門用語）の
役割は大きいことがわかった。しかし通訳のいる
相談窓口の存在はそれを必要とする人々に伝わっ
ていないことがわかる。さらに，居住期間が長期
化し以前より自分で処理できることも増えている
こと，困った場合は主に家族や友人同国出身者に
相談していることがわかった。一見自助が強く働
いている様にもみえるが，地域との関わりはほと
んどなく，自助に頼らざるを得ない状況だともい
える。マイノリティである在住外国人の自助はさ
まざまな場面で制約を受け，マジョリティである
日本人のそれより弱いといえる。

１７  タイ語の場合は大半がビザの更新と離婚や結婚などの家庭の問
題，スペイン語の場合は近年多重債務に陥っている事例が複数み
られるという。主にペルー人は，早くから永住傾向が強く永住権
を取得し家を購入した人も多かったが，仕事が不安定で返済に困
り多重債務に陥るケースが増えているという。一方，中国語の場
合は他の言語に比べ相談は少なく，漢字圏であるため読み書きに
困ることが他の言語に比べ少ないことが要因としてあげられた。

５　共助の現状と課題

（１）地域で「見えない」在住外国人
　元自治会長は，「地域の外国人がどこにいるの
かわからない。役所に聞いてもわからない。外国
人の子どもが学校に来ている場合には（地域に外
国人世帯があることが）わかるが，それ以外のこ
とは学校に聞いてもわからない。地域住民も外国
人との交流には関心がないから聞いてもまったく
わからない。自分たちで（地域の外国人を）探さ
ないと交流できない」という。

図２　在住外国人の近所づきあいの程度
平成２５年本市「外国人住民意識調査」から作成

図１　日本人住民の近所づきあいの程度
出典：自治会調査（坂本２０１４）

　筆者は過去４年間，市内の自治会長等地域の
キーパーソンに話を聞く際，在住外国人の様子に
ついても聞いてきた。その多くは，居住者がいる
場合でも「いるようだがよくわからない」と答えた。
　平成２５年度に近隣住民との関係を調査した２つ
のデータがある（図１，図２）。選択項目が異なり
正確な比較はできないが，「日常的に立ち話をす
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る程度のつきあい」と「世間話をする」，いうなれ
ば“つかず離れずの関係”は，在住外国人の割合
の方が低い。多文化ＳＣは，在住外国人と地域の
つながりについて，「交流している人としていな
い人にわかれる」という。

（２）地域活動の事例：夏祭りの誤解
　近所づきあいにおける「多数性」の確保がいか
に難しいのかを示す事例がある。
　市内に住む在住外国人が代表を務める団体が，
約２０年前から比較的在住外国人の多い地域で在住
外国人の子どもの学習支援や母国文化の普及活動
を行っている。その教室は情報交換や地域の交流
の場として，地域の在住外国人の居場所になって
おり，平成２５年度には内閣府特命担当大臣表彰を
受賞した。この受賞の数年前，毎週学習支援教室
を開くために借りていた自治会公民館が使用でき
なくなった。きっかけは，初めて招待された地域
の夏祭りでの些細な誤解だった。
　夏祭り当日，参加者に飲み物がふるまわれる様
子を見ていた団体メンバーの外国人の子どもは，
自分と家族や友人の分をもらって行こうとした。
すると，自治会役員は，「外国人の」子どもが飲み
物を独り占めしたと思い込み，激怒。団体メン
バーは，その後夏祭りに参加できなくなっただけ
でなく，公民館も利用できなくなった。団体メン
バーはこの時の様子を目に涙を浮かべながら語った。
　現在，この団体の活動は，同じ地区にある別の
自治会の公民館で行われている。その自治会の自
治会長は海外赴任経験者である。
　この出来事から，比較的外国人が多く住む地域
でも，住民は在住外国人の個別性に目を向けるこ
となく「外国人」という単一的な認識に容易に陥
ることがわかる。もしこれが招かれた日本人の子
どもだったらどうだろうか。これほど大きな問題
にはならなかっただろう。地域コミュニティにお
ける多文化共生の醸成には，このような認識の齟

齬を住民自らが相互に調整できる力が必要となる。

（３） 緊急時・災害時対応
　地域コミュニティにおける日々の関係形成の重
要性が如実に示されるのは，緊急時・災害時の対
応である。平成２７年度より，「宇都宮市地域防災
計画」の配慮者支援計画の対象者として，要介護
者や障がい者などに並び，外国人が盛り込まれた。
具体的な取組が急がれる１８。
　在住外国人の支援を行う清原地区国際交流会で
は，いち早く災害時対応マニュアルの作成を始め
ている。今後，自治会や民生委員，福祉協力員な
どに地域の在住外国人の居住の把握など情報提供
を呼びかける予定だという。緊急連絡網を作成す
る過程では，プラザと地域行政機関の連絡系統が
分断されているなどの課題もみえてきている。

６　公助の現状と課題

（１）相談件数からみる全庁的対応の必要性
　庁内業務実績調査によると，３９部署が在住外国
人に関わる相談等が「ある」と答え，それらは行
政経営部と議会事務局を除く全ての部局に渡って
いた。在住外国人への対応は，全庁的に必要であ
ることが明らかになった。これに対し，相談等が
「ない」と回答した４２部署の中には，住民の地域活
動の促進に関わる，みんなでまちづくり課や地区
行政機関１９，生涯学習課，図書館などが含まれた。
　相談等の件数は，推計で１,０２０件２０。主に教育や

地域コミュニティにおける多文化共生の現状と課題

１８  現在，プラザの「緊急時対応要領」には，国際交流事業を目的とす
るイベント運営等を想定した対応についてしか明記されていない。
ただし，避難所で使用する多言語の案内表示の準備はされており，
今後は多言語での情報伝達等には限界があることを想定した「や
さしい日本語」の活用などが検討されている。
１９  ただし，本調査ではコミュニティセンターは対象外。
２０  ただし，いずれも正確な記録はなく，担当者等の記憶を頼りにし
た概数である。部局別に多い順に並べると，教育委員会（３０３），保健
福祉部（２６５），市民まちづくり部（２１９），消防本部（９２），子ども部
（８０），建設部（２５），環境部（２１），経済部（６），総合政策部（５），都市
整備部（２），上下水道局（２），理財部（件数不明）となる。
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べき介護の場面で「帰国しろ」という表現は差別
だと受け取られても仕方がない。さらに，多文化
ＳＣによると，相談者と一緒に保健関連の窓口へ
行った際，一方的に不正受給の前例などをあげら
れ，職員の対応に外国人に対する嫌悪感（「外国人
アレルギー」）を感じたという。
　ある多文化ＳＣは，職員の態度が差別的な場合，
「在住外国人を守らなければならない」ことに自ら
の役割を見出していた。
　これら窓口対応の問題を職員の個人的な問題と
して捉えるだけでは不十分である。職員全員に多
文化共生に対する正しい理解と学習の場が求めら
れる。

（３）各種統計による状況把握の必要性
　自治体が在住外国人に関するデータを蓄積し現
状を正しく把握することは，市全体の多文化共生
推進に重要であり，行政サービスの向上にもつな
がる。庁内事業実績調査では，本市の税収や支出
に関わる主な行政サービスの外国人利用者・該当
者等の各種統計データについて確認した。その結
果，介護保険被保険者数，緊急搬送件数，奨学生
数を除き，ほとんどの事業ですぐに確認できない
状態にあることが明らかになった２１。
　在住外国人に関する各種統計データが即時に確
認できない要因は，以下５つにまとめられる。第
１に，日本人と同じ対応なのだから外国人だけの
数を取り出せないことは問題ではないという職員
の認識がある。第２に，算出は不可能ではないが
作業が複雑で手間がかかる。第３に，把握はして
いるが紙媒体にしか記録がなく，手作業で数えな
ければならない。第４に，外国人（籍）かどうか
の判断は名前からしかできず，数えることはでき
ても正確な数にはならない。第５に，外国人登録

福祉（特に母子や教育の分野），まちづくり，緊急
時対応の分野で多い。平成２６年度にプラザへ寄せ
られた相談件数（２,３１２）を加えると，在住外国人
の相談等は，少なく見積もっても年間で３,０００～
４,０００件となる。印鑑登録・戸籍受理件数・市町村
在留関連事務各種届出申請（約４,０００件）の事務対
応を合わせると対応件数はさらに増える。

（２）窓口対応からみえる職員の多文化共生意識
　相談等が「ある」と回答した３９部署を対象に聞
き取り調査を行ったところ，職員の外国人住民へ
の対応の難しさや多文化共生に関する認識の低さ
が明らかになった。
　まず言語に関して，大半の職員は「通訳が必要
な場合は本人が通訳を伴うので問題ない」という。
さらに，保険料滞納による差押え通知など重要な
連絡が必要な場合も「日本人と同様の対応をして
いるので問題はない」という。
　だが実態は必ずしもそうではない。多文化ＳＣ
によると，ある差し押さえの通知をもらった在住
外国人は，通知内容を理解できず，多言語相談窓
口が開かれる日を待たなければならなかった。そ
の間に期日を迎え，結果的に（その人にとって）
突如職員が家に押し入ることになった。多文化Ｓ
Ｃは，「（通知受取人には）それまで分割して支
払ってきたことが念頭にあり，差し押さえは
ショックだったと思う。少しでも職員が（多文化
ＳＣに）相談してくれれば通訳が同行するなど適
切な対応の仕方があったはずだ」という。これは
在住外国人がたとえ日本語を話せても，日本語の
みで「対応できる」あるいは「対応してよい」と
いうことと同義ではないことを指摘している。
　次に，職員の窓口対応方法に関して，差別とも
受け取られかねない対応が散見された。
　介護保険等を取り扱う窓口では，職員は悪気の
ない様子で「冗談で『国に帰ったら？』と言うの
だ」という。日本に住み続けることを念頭に置く

●市政研究センター研究報告

２１  奨学生数は数が小さかったためすぐに判明したが，通常は意識
されていない数だった。
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　日本語指導講師を経験する多文化ＳＣからは，
「『（外国人児童生徒が）日本語がわかる』というこ
とで日本語指導講師は派遣されていないが，学校
だけでなく地域でも問題を起こすケースがあっ
た」など，現行の日本語指導と適応指導を中心と
する外国人児童生徒教育のあり方の検討や地域と
の連携の必要性を示唆した。これらは国の問題も
大きい。だが，自治体独自の基準を設けるなど２４，
自治体が対応できることも少なくない。 
　さらに，日本語指導講師の派遣には保護者の支
援という側面もある。外国人児童生徒の保護者が，
母語ができる日本語指導講師の来校日に学校へ相
談にくることも珍しくない。講師の派遣は１回２
時間程度であるため，本来の目的である外国人児
童生徒の指導に支障がないよう配慮しなければな
らず，時間内での対応は難しい。日本語指導講師
の役割を再検討し事業の拡充が求められる。

（５）在住外国人の高齢化への懸念
　過去４年の年齢別人口推移では，本市における
６０歳以上の在日外国人人口は確実に増加している２５。
またポルトガル語とスペイン語の多文化ＳＣは，
「年金に入っていない人が多い」ことや，「現在５０
代後半から６０代の人の話を聞いていると計画性が
なく，怖い」，「母国へ帰国して生活できなかった
ら再来日して生活保護を申請できるかといった相
談を受けたことがある」という２６。
　現在，被保護外国人世帯の約２割が高齢を理由
とする。その多くは韓国・朝鮮，中国残留邦人を
中心とするいわゆるオールドカマーであるが，今

制度の廃止によりそれまで把握できていた事項が
管理システム上の問題から把握できない状況に
なっている。これらの要因が複数重なっていた。
　特に，外国人登録制度廃止に伴って現在把握が
できなくなっている事項には注意が必要である２２。
旧外国人登録情報を援用して推測できる情報が完
全にわからなくなるのも時間の問題である。

筆者作成

表１　主な事例事項の統計的把握

（４）外国人児童生徒教育充実の重要性
　平成２７年度１０月現在，公立小・中学校に在籍す
る日本語指導が必要な外国人児童生徒は４８校１４６
人。日本語指導が必要な日本国籍児童生徒も年々
増加している。
　外国人の子どもには義務教育が適用されていな
いことから，外国人児童生徒教育が抱える課題は
全国的に深刻である２３。教職課程に外国人児童生
徒教育はなく，教育の中身は自治体や学校現場に
委ねられるところも大きい。

地域コミュニティにおける多文化共生の現状と課題

２２  本調査では，外国人登録制度廃止が要因となって把握困難に
なっている項目として，保健福祉相談窓口における母子に関する
相談件数，児童扶養手当受給者が確認された。
２３  たとえば，佐久間（２００６），宮島（２０１４）。

２４  豊橋市は，「外国人児童生徒教育の手引き」を作成し，計画と共
に，学校・学級経営，日本語指導，評価・進路など独自の基準等
も示している。
２５  平成２４年４５３人，平成２５年４７４人，平成２６年５１１人，平成２７年５５６人
（いずれも１２月末現在）。
２６  認知症などの相談は聞かれなかったが介護を要するケースは確
認された。また全国ではそれまで日本語に不自由しなかった外国
人が認知症で母語しか理解できなくなるといったケースが出てき
ている。
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後はアジアや南米出身のニューカマーが高齢を理
由に生活保護を必要とすることも想定される。
　また，被保護外国人世帯の半数以上が単身世帯
である。高齢福祉の部署からは「６５歳で日本語を
話せない方がひとり暮らしをすることは考えにく
い」といった現状を楽観視する意見も聞かれた。
　孤立死は，外国人世帯で起きてもおかしくない
問題である。年金加入など在住外国人の高齢化を
見越した早急な現状把握が必要である。

（６）人材としての視点の欠如
　在住外国人は支援される側だけの存在ではない。
庁内事業実績調査に基づく聞取りでは，就農や起
業に関する相談も確認された。加えて，多文化Ｓ
Ｃからは，「本国でジャーナリストとして活躍し
ていた人が活躍できる仕事や場がない」ことや，
「潜在するボランティア希望者は多い」と感じられ
ること，「（ボランティアなどを希望しても）どう
したらいいのかわからない人は多いのではない
か」といった声が聞かれた。
　一方，外国住民意識調査では，日本人との交流
について「日本人と一緒に，地域活動を行って積
極的に交流をしたい」（複数回答）が２３.７％を占め
最も多い。在住外国人の地域行政機関への相談等
の実績はなく，まちづくり支援センター（通称「ま
ちぴあ」）で数件の事例が確認されただけだった。
「日本人と一緒に，地域活動を行って積極的に交
流をしたい」者は２割程度だが，かれらが活躍で
きる場にうまくつながっていないようである。

くりであるとの認識から取り組まれている。
　全庁的な協議・調整組織（「鹿沼市多文化共生庁
内委員会」）が設置さており，そこには教育委員会
や消防本部も含まれる２７。多様な主体から構成さ
れる組織で計画が策定され（「かぬま多文化共生プ
ラン」），その中心となった人々が継続的に事業評
価に携わる（「かぬま多文化共生推進プラン推進委
員会」）。そのほか，全職員を対象に多文化共生に
ついての研修が実施されるなど，全庁的かつ多様
な人々が関わることのできる体制になっている。
　拠点施設（鹿沼市多文化共生コミュニティセン
ター）は，本市と異なり，かぬま市民活動広場が
見える場所に設置される。市民活動ひろばには若
者からお年寄りまで常に人が行き交う空間になっ
ている。この配置になって以来，相談窓口に配置
される外国人相談員（１人）の下に，以前の２倍
近い相談が寄せられるようになった。特に地域の
日本人からの外国人に関わる相談が増加したとい
う２８。施設配置の変更により，在住外国人が「見え
る化」された結果，日本人への意識啓発にもつな
がっていると思われる。
　このような刷新的な施策の背景として，担当課
と外国人相談員の日常的な情報共有，全庁的な協
議体制，多文化共生推進を担うグループがまちづ
くりを推進する部署に含まれること，中間支援組
織を担う市民活動窓口と同じフロアで相談業務が
実施されていることなどが考えられる。
　加えて，鹿沼市職員は在住外国人を「外国籍市
民」とよぶ。ここからも，在住外国人と一緒にま
ちを創るという高い意識が感じられた 。

７　鹿沼市の多文化共生施策

　地域コミュニティにおける多文化共生の施策を
考える上で，鹿沼市の取組が参考になる。
　鹿沼市の在住外国人は，人口約１０万に対し約千
人（人口比約１％）と決して多くないが，多文化
共生施策はすべての社会的弱者にやさしいまちづ

●市政研究センター研究報告

２７  鹿沼市多文化共生庁内委員会の委員は，総務部，財務部，市民部，
保健福祉部，経済部，都市建設部，環境部，都市建設部，水道部，
教育委員会，消防本部の課長らからなる。
２８  また，市外や海外からの問合せも増えている。市外からの問合
せ内容は，教育や制度について，誰に聞けばよいのかわからない
場合が主だという。本市の在住外国人からの問い合わせもある。
２９  「市民」には政治的主体という概念が含まれる。これを理解した
使い分けかどうかは不明だが，在住外国人が社会の主体となりう
るという発想をもっていることがうかがい知れる。
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（１）自助・共助・公助の現状と課題
　明らかになった多文化共生の現状と課題を改め
て整理すると次のようになる。
　第１に自助の領域では，日本語が自助の大きな
力になっていた３０。ただし，学習している者で
あっても，地域の支援団体等で学ぶ者は少なかっ
た。また，窓口対応においては職員の差別や偏見
を伴う対応がみられた。
　相談の内容は，相談窓口ができた５，６年前に比
べて専門性を必要とするものに絞られてきており，
自助の力が増しているとも読み取れる。しかし，
ひとり親家庭の増加や不安定な就労３１，介護保険
や年金など高齢化に伴う問題も出始めている。今
後，自助の領域における問題は，容易に解決でき
ないものになっていくことが懸念される。
　第２に共助の領域においては，全体として在住
外国人が地域の中で見えにくい存在であるという
ことが大きな課題としてみてきた。自治会長や民
生委員など地域コミュニティのキーパーソンで
あっても在住外国人に対する意識は低い。さらに
地域の在住外国人を知る手段も少なく所在確認な
ども難しい。また，在住外国人にとって，周囲の
住民と適度な距離感をもった関係形成は容易では
ない。緊急時・災害時対応を視野に長期的な住民
同士の関係構築へ向けた取組が必要である。
　第３に公助の領域においては，本市は在住外国
人に関して，即時に現状を確認できる統計的情報

の蓄積は皆無に近いこと，プラザと地域のまちづ
くりや教育を担う部署との情報共有など連携は弱
く，全庁的な情報共有体制が必要であることが明
らかになった。情報の収集・蓄積は，自治体行政
サービスを進める上では不可欠で，それには永続
的に本市に住み続ける住民であるという認識が必
要である。そして，情報共有体制には，関連する
部署が物理的に情報を共有しやすい配置が必要で
ある。

（２）個人・地域・行政をつなぐアクター
　自助，共助，公助の整理からは，それらのつな
ぎ役となる多文化ＳＣの重要性が浮かび上がる。
かれらは自助と共助を促し，補い，公助との橋渡
し役や調整役になっていた。そして，在住外国人
のよき理解者となりかれらの暮らしを支えていた。
　地域コミュニティの形成・維持・回復には個人，
地域，行政のつなぎ役となる中間支援の存在が重
要である。多文化ＳＣだけでなく，主に日本人を
対象にしてきた市民まちづくりセンターや地域行
政機関，また地域日本語教室などもそのつなぎ役
となりうる。さらに，そこに集まる情報や課題に
は政策立案にとって重要な視点が多く含まれてお
り，全庁的に共有され施策に反映される仕組みが
必要である。まずは，多文化ＳＣに蓄積された情
報の共有化から始めなければならないだろう。

（３）政策の方向性
　以上をふまえ，在住外国人の主体的な地域コ
ミュニティへの参加をどのように促進し，実現で
きるのかという視座から，地域コミュニティにお
ける多文化共生推進に向けた政策の方向性を示す。
１）自助の領域
茅　地域日本語教室の充実など，在住外国人の日
本語学習の機会を増やすことは，地域における
住民の相互理解促進や在住外国人の居場所づく
りに寄与することが期待できる。

８　多文化共生施策のこれから

地域コミュニティにおける多文化共生の現状と課題

３０  子どもに関しては，母語保持の観点が重要であるため，必ずし
も日本語学習が自助を高めるとはいえないことに留意しなければ
ならない。
３１  平成２７年度現在，被保護外国人世帯で最も多いのは，母子（ひ
とり親）世帯である。児童扶養手当受給者は，日本人の父親と外国
人の母親の離婚を要因として申請する場合が多く，仕事に就けな
いなど，生活全般に問題を抱えているようだという。聞き取りを
行った直前には，外国人からの相談が複数あった。また，有効求
人倍率と就職率の推移は，日本人のそれと同じ傾向を示すが，常
に日本人を下回り，就職率は１５％を切ろうとしている。
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茅　本市がすでに蓄積する多言語化された情報を
活用・周知し，利用の改善を図ることは在住外
国人の自助を高め暮らしやすい環境をつくる。
茅　住民票自動交付機や掲示物などの多言語化な
らびに多言語医療問診アプリなどＩＴ技術の積
極的活用は，行政サービスの向上だけでなくか
れらの自助を高めるために有効である。

２）共助の領域
茅　地縁活動従事者に対する異文化学習機会の拡
充は，地域の過剰な摩擦を回避し，自助・共助
による地域の課題解決につながる。
茅　コミュニティ・ガーデンなど在住外国人と地
域の関係形成を目的とした新たな取組の創出は，
時間をかけた関係構築の実現に有効である。
茅　防災訓練や夏祭りなど地域活動への参加を在
住外国人に積極的に働きかけることは，災害時
への備えや顔の見える関係づくりになる。

３）公助の領域
茅　統計的データの蓄積と集積による現状把握は
本市における問題発生予測や課題解決につなが
る。現状把握なしに行政施策の改善も解決もで
きない。早急に解決されるべき課題である。
茅　プラザを主体とした全庁的な連絡・調整体制
の強化は，地域コミュニティ形成・維持・回復
にも重要な取組となる。
茅　職員の多文化共生に関する学習機会の創出は，
「無自覚な」差別的対応をなくし，行政サービス
の向上につながる。
茅　外国人の子どもの教育の充実は，かれらの権
利を保障するという意味だけでなく，日本社会
を担う若者の人材育成として重要である。

４）個人・地域・行政をつなぐアクター
茅　多文化ＳＣをはじめとする個人・地域・行政
をつなぐアクターや在住外国人の意見を全庁的
に共有し，施策につなげることは，政策全体の
質の向上に不可欠である。
茅　在住外国人を対象とした人材育成は，地域活

動や市民活動の担い手を増やすだけでなく，新
たな個人・地域・行政をつなぐ主体となる。

９　おわりに

　今後，在住外国人の増加も想定されることから，
早い段階で現状を把握し，深刻な社会問題３２を未
然に防ぐことが必要である。その際，「制度とし
ては外国人にも平等に開くが，かれらは少数で例
外的存在であるから，その特殊性は考慮できない，
しなくてよい，という前提」（宮島２００３）を捨てな
ければならない。
　私たちが「文化＝国」というイメージを抜け出
したとき，「異文化」は日本人を含めた個々人の差
異への理解と寛容へとつながるだろう。在住外国
人が暮らしやすい地域コミュニティは，高齢者や
子どもなど社会的弱者にとっても住みよいまちに
なる。多文化共生施策は，地域コミュニティの形
成・維持・回復の基礎へ向けた取組みである。
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